工事経歴書記載の建設工事の内容の確認方法
経営事項審査に当たりましては、工事経歴書に記載された建設工事の内容について、次の方法により確認します。
１　確認に必要な書類の添付
ア　経営事項審査の申請書に、工事経歴書記載の上位５件の建設工事に係る契約書、注文書、請書などの具体的な工事の内容のわかる書類の写しを添付してください。これらの書類によっても建設工事の具体的な内容が不明である場合には、内訳書、設計書、図面などの書類の写しも併せて添付してください。
　イ　単価契約や年間契約で、当初契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる書類の写し（指示書、請求書、複数の請求書がある場合は総括表など）を添付してください。
２　受付窓口における確認
ア　受付窓口におきましては、上記１に掲げる書類の添付の有無の確認をします。
　イ　書類の添付がない建設工事については、申請業種の完成工事高に計上できません。この場合には、窓口において必要な書類の訂正をお願いします。

３　受付後の確認
　ア　申請書の受付後、工事経歴書に記載された建設工事の内容につきまして、建設業法上の建設工事に該当するか、申請された業種に該当するかなど、上記１に掲げる書類を参考に具体的な内容を確認します。
　イ　添付書類によって確認が難しい場合、具体的な工事の内容のわかる内訳書、設計書、図面などの写しの追加添付をお願いします。また、確認の結果、工事経歴書に記載された建設工事が、建設業法上の建設工事に該当しない、申請業種に該当しないなどの場合には、必要な書類の訂正をお願いします。
　　　なお、これらのご連絡は、受託業者の担当者から電話又はＦＡＸにて行います。
ウ　建設工事の内容につきましては、受託業者によって形式的に確認しておりますが、その内容が不明確な場合など形式的な確認により難い場合には、府職員が適宜判断を行います。
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Ｑ１　受付窓口では、工事の具体的な内容は確認されないのですか？

Ａ１　受付窓口では、工事経歴書記載の工事と一致する添付書類の提出の有無を確認し、受付後に、業種の該当性などを確認します。







